
お
知
ら
せ

総
合
福
祉
会
館
な
ど
予
約
会
開
催

　

総
合
福
祉
会
館
と
第
四
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
、
10
月
か
ら
12
月

ま
で
の
施
設
利
用
の
予
約
受
付
会
を

開
催
し
ま
す
。

受
付
日
時
＝
７
月
８
日
㈬
午
前
８
時

30
分
〜
55
分

受
付
場
所
＝
総
合
福
祉
会
館

申
７
月
６
日
㈪
ま
で
の
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
に
同
館
☎
０
２
７
―

２
３
７
―
０
１
０
１
へ
。
予
約
受
付

会
の
翌
日
か
ら
は
、
電
話
と
窓
口
で

予
約
を
受
け
付
け
ま
す

定
例
市
議
会
傍
聴
で
き
ま
す

　

第
２
回
定
例
市
議
会
を
開
催
し
ま

す
。
ぜ
ひ
、
傍
聴
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
本
会
議
は
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
生
中
継
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
な
ど
か
ら
も
視

聴
で
き
ま
す
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ト
ッ
プ
画
面
内
「
前
橋
市
議
会
」
か

ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。

□
本
会
議

日
時
＝
６
月
11
日
㈭
・
30
日
㈫
、
午

後
１
時

□
本
会
議
（
総
括
質
問
）

日
時
＝
６
月
19
日
㈮
・
22
日
㈪
・
23

日
㈫
、
午
前
10
時

問
議
会
事
務
局
☎
０
２
７
―
８
９
８

―
５
９
２
３

都
市
計
画
区
域
な
ど
変
更
や
決
定

□
都
市
計
画
区
域
の
変
更

　

大
胡
・
宮
城
・
粕
川
都
市
計
画
区

域
を
統
合
・
拡
大
し
、
前
橋
勢
多
都

市
計
画
区
域
に
名
称
変
更
し
ま
し
た
。

ま
た
、
宮
城
準
都
市
計
画
区
域
は
、

全
域
が
前
橋
勢
多
都
市
計
画
区
域
と

な
る
た
め
廃
止
し
ま
し
た
。

□
都
市
計
画
の
決
定
と
縦
覧

　

次
の
都
市
計
画
の
決
定
に
つ
い
て
、

関
係
図
書
を
縦
覧
し
ま
す
。

縦
覧
内
容
＝
〈
①
前
橋
勢
多
都
市
計

画
特
定
用
途
制
限
地
域
の
決
定
〉〈
②

都
市
計
画
区
域
変
更
に
係
る
都
市
計

画
名
称
変
更
〉
大
胡
都
市
計
画
用
途

地
域
・
道
路
・
公
園
・
汚
物
処
理
場
・

ご
み
焼
却
場
〈
③
都
市
計
画
区
域
変

更
に
係
る
都
市
計
画
名
称
変
更
〉
大

の
放
射
性
物
質
を
含
ん
だ
物
を
摂
取

し
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
出
荷
自
粛
・
制
限
地
域
か

ら
採
取
さ
れ
た
も
の
を
流
通
・
販
売

さ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
そ
の
他
の

地
域
か
ら
採
取
し
た
場
合
も
、
出
荷

前
に
放
射
性
物
質
検
査
を
す
る
か
、

東
部
農
林
事
務
所
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

問
同
館
☎
０
２
７
―
２
８
５
―
４
１

１
６

け
や
き
ウ
ォ
ー
ク
で
住
宅
相
談
会

　

住
宅
に
関
す
る
無
料
の
相
談
会
を

開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
６
月
20
日
㈯
・
21
日
㈰
、
午

後
１
時
〜
６
時

会
場
＝
け
や
き
ウ
ォ
ー
ク
前
橋
内
け

や
き
ホ
ー
ル
（
文
京
町
二
丁
目
）

□
耐
震
診
断
・
改
修
相
談
会

　

自
宅
の
耐
震
性
に
不
安
を
感
じ
て

い
る
人
は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
昭
和
56
年
以
前
に
建
て
ら
れ

た
木
造
住
宅
に
住
ん
で
い
る
人

申
確
認
通
知
書
や
図
面
な
ど
を
用
意

し
、
当
日
会
場
へ
直
接

問
建
築
指
導
課
☎
０
２
７
―
８
９
８

―
６
７
５
２

□
無
料
出
張
住
宅
相
談
会

　

住
宅
に
関
す
る
法
律
・
税
金
・
建

築
・
登
記
・
資
金
、
不
動
産
、
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
な
ど
の
専
門
家
が
相
談

に
応
じ
ま
す
。

申
６
月
19
日
㈮
ま
で
に
県
住
宅
供
給

公
社
ぐ
ん
ま
住
ま
い
の
相
談
セ
ン
タ

ー
☎
０
２
７
―
２
１
０
―
６
６
３
４
へ

Ｓ
Ｌ
の
夜
間
運
行
に
ご
理
解
を

　

Ｊ
Ｒ
東
日
本
高
崎
支
社
で
は
、「
ホ

タ
ル
の
里
」（
み
な
か
み
町
）
で
の

ホ
タ
ル
観
賞
も
で
き
る
快
速
Ｓ
Ｌ
「
蛍
」

を
高
崎
駅
〜
水
上
駅
間
で
運
行
。
夜

間
運
行
の
た
め
、
汽
笛
な
ど
で
ご
迷

惑
を
お
掛
け
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す

が
、
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

運
行
日
＝
７
月
３
日
㈮
（
試
運
転
は

６
月
18
日
㈭
を
予
定
）

主
な
停
車
駅
と
時
刻
＝
〈
下
り
〉
高

崎
駅
・
午
後
４
時
53
分
―
新
前
橋
駅
・

午
後
５
時
10
分
―
水
上
駅
・
午
後
６

時
45
分
〈
上
り
〉
水
上
駅
・
午
後
８

時
55
分
―
新
前
橋
駅
・
午
後
10
時
33

分
―
高
崎
駅
・
午
後
10
時
45
分

問
Ｊ
Ｒ
東
日
本
高
崎
支
社
☎
０
２
７

―
３
２
０
―
７
１
１
１

員
な
ど
が
調
査
す
る
も
の
。耕
地
（
田
・

畑
）
や
作
物
の
作
付
け
の
状
況
を
確

認
し
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
関
東
農
政
局
前
橋
地
域
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
―
８
９
７
―
３
０
０
１

野
生
の
山
菜
は
安
全
確
認
が
必
要

　

野
生
の
山
菜
な
ど
は
、
高
濃
度
の

放
射
性
物
質
が
検
出
さ
れ
る
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。
採
取
す
る
場
合
は
、
採

取
自
粛
地
域
で
な
い
こ
と
を
確
認
し
、

土
地
所
有
者
な
ど
の
承
諾
を
得
て
く

だ
さ
い
。
自
分
で
採
取
し
た
山
菜
を

食
べ
る
場
合
は
放
射
性
物
質
の
検
査

を
し
た
り
、
県
な
ど
の
検
査
結
果
を

参
考
に
し
た
り
し
て
、
基
準
値
以
上

監
査
結
果
が
閲
覧
で
き
ま
す

　

本
市
の
財
務
事
務
な
ど
の
監
査
結

果
を
公
表
し
て
い
ま
す
。

閲
覧
場
所
＝
市
役
所
情
報
公
開
コ
ー

ナ
ー
、
各
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
な
ど
で
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す

問
監
査
委
員
事
務
局
☎
０
２
７
―
８

９
８
―
６
６
３
６

農
林
水
産
省
が
耕
地
面
積
を
調
査

　

耕
地
面
積
な
ど
を
正
確
に
把
握
す

る
た
め
、
６
月
下
旬
か
ら
７
月
下
旬

ま
で
、
農
林
水
産
省
が
面
積
調
査
を

行
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
無
作
為
に
抽

出
し
た
区
域
内
の
耕
地
を
現
地
で
職

コラム
ようこそ市長室へ
スマートフォンまたは

タブレット端末でご覧ください

長市

　今月、全国ろうあ者大会が開催されます。
　前橋市が、障害がある人にとって優しいまち
であることを全国に発信する機会です。聴覚障
害があるお客様をおもてなしするには、手話や
サインボードを指し示すことで理解し合わなく
てはなりません。皆さんの優しさをお貸しくだ
さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　このまちには困難に立ち向かって暮らすたく
さんの人がいます。　　　　　　　　　　　　
　障害者、経済的に困窮な方、難病の人、ひと
り親世帯、高齢者のひとり暮らし…。　　　　
　それぞれの困難を尊重し、理解し合う社会を
前橋に作ろうと私は皆さんへ呼びかけます。
　誰もがこの前橋市で幸せに暮らし続けられる
よう、力を合わせてまいりましょ
う。　　　　　　　　　　　　　

胡
・
宮
城
都
市
計
画
下
水
道

縦
覧
場
所
＝
①
②
は
県
庁
都
市
計
画

課
、
市
役
所
都
市
計
画
課
③
は
県
庁

下
水
環
境
課
、市
役
所
都
市
計
画
課
、

市
水
道
局
下
水
道
整
備
課

問
市
都
市
計
画
課
☎
０
２
７
―
８
９

８
―
６
９
４
３

□
都
市
計
画
区
域
と
建
築
基
準
法

　

新
し
く
都
市
計
画
区
域
に
指
定
さ

れ
る
と
、建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
、

こ
れ
ま
で
不
要
と
さ
れ
て
い
た
木
造

住
宅
な
ど
の
建
築
物
も
建
築
確
認
申

請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
接
道
義
務
や
建
ぺ
い
率
、

容
積
率
な
ど
の
集
団
規
定
も
適
用
さ

れ
ま
す
。

問
建
築
指
導
課
☎
０
２
７
―
８
９
８

―
６
７
５
４

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
が
休
場
に

　

下
増
田
運
動
場
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル

フ
場
は
、
芝
生
養
生
の
た
め
、
６
月

10
日
㈬
か
ら
７
月
９
日
㈭
ま
で
休
場

し
ま
す
。

問
市
民
体
育
館
☎
０
２
７
―
２
６
５

―
０
９
０
０

児童手当の更新時期になりました
　児童手当の現況届は、手当を受けるための大
切な更新手続きです。毎年６月１日現在で受給
資格要件を満たしているかを確認。６月上旬ま
でに全受給者宛てに送付しますので、用紙に記
載されている窓口へ郵送か直接提出してくださ
い。届け出をしないと手当が受けられなくなり
ます。また、ことしは児童手当の他に子育て世
帯臨時特例給付金の申請も一緒に受け付けます。
□児童手当
支給月＝６月・10月・翌年２月
児童一人当たりの支給月額＝〈３歳未満〉１万
5,000円〈３歳～小６〉１万円（第３子以降は１
万5,000円）〈中学生〉１万円〈所得制限限度額以
上の世帯〉5,000円
問子育て支援課☎027-220-5701
□子育て世帯臨時特例給付金
児童一人当たりの支給額＝3,000円（所得超過に
よる特例給付の対象者は除く）
問専用ダイヤル☎027-243-1192

真剣な議論が行われます

市役所　〒371-8601大手町二丁目12-1　☎027-224-1111

くらしの情報申＝申し込み　問＝問い合わせ

広報まえばし　平成27年６月１日号15 14

く
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